
　北海道教育委員会教育長告示第77号 

　  北海道が令和５年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。 

    また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する知事の権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権

限の委任欄に掲げる職にある者に委任されている。                                                                                                                        

           

令和５年９月13日 

北海道教育委員会教育長　倉　本　博　史 

 （教育委員会所管分その18） 

補助金等を交付する事務又は事  　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　  　　　　　  交付申請書に  実績報告書に  交付申請書の提  補助金等の交   

業の名称及びその目的又は趣旨 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等  添付すべき関  添付すべき関  出部数、提出期  付に関する権 摘　　　要 

 係書類  係書類  限及び提出先 限の委任

地域スポーツ・文化芸術活動体 　 　 　 　 　

制整備事業費補助金 

 

 １　地域クラブ活動への移行 　市町村（札幌 　地域クラブ活動への移行体制 ３分の２以内 　教育第２号 　教育第２号 　提出部数 　教育長 １　交付申請書及び実績

 　に向けた体制の構築に関す 市を除く。） 構築に必要な経費（謝金、旅 （寄附金その 様式 様式 　１部  報告書の様式並びにこ

 　る事業（地域クラブ活動への  費、通信運搬費、印刷製本費、 他の収入金が 　教育第12号  　提出期限  れらに添付すべき関係

    移行に向けた体制の構築に関  会議費、消耗品費、借料及び損 あるときは、 様式 　教育第27号 　別に指示する日  書類の各様式について

    する事業）  料、雑役務費、委託費） 補助金等の額 　教育第14号 様式 　提出先  は、平成26年北海道教

    の算定に当た 様式 　教育第60号 　北海道教育庁学  育委員会教育長告示第

 　　休日の部活動の段階的な   り、当該寄附 　教育第16号 様式 校教育局部活動改  22号で定める様式を使

 　地域移行と地域スポーツ・   金その他の収 様式  革推進課部活動改  用すること。 

 　文化芸術環境の一体的な整   入金を控除し 　教育第59号  革推進係  ２　書類は、市町村の所

 　備に向け、地域クラブ活動   た 額 以 内 の 様式    在地を所管する教育局

 　への移行体制の構築に必要 額）    長を経由すること。　

     な経費のうち、市町村が要

  　する経費の一部を補助する

  　ことにより、将来にわたり

  　子供たちがスポーツ・文化

  　芸術活動に親しむことがで

  　きる機会を確保する。

  

  

 

 

 ２　中学校における部活動指 　市町村（札幌 　中学校において、教員に代わ ３分の２以内 　教育第２号 　教育第２号 　提出部数 　教育長 １　交付申請書及び実績

 　導員配置促進事業費補助金 市を除く。） り部活動の指導を行う部活動指 （寄附金その 様式 様式 　１部 報告書の様式並びにこ

  導員（会計年度任用職員に限 他の収入金が 　教育第12号 　教育第27号 　提出期限 れらに添付すべき関係

 　　公立の中学校（義務教育 る。）を配置することを目的と あるときは、 様式 様式 　別に指示する日 書類の各様式について

 　学校の後期課程、中等教育 する事業に要する経費のうち、 補助金等の額 　教育第14号 　教育第57号 　提出先 は、平成26年北海道教

 　学校の前期課程及び特別支 次の経費（ただし、同一の学校 の算定に当た 様式 様式 　北海道教育庁学 育委員会教育長告示第

 　援学校の中学部を含む。以 において同一の部活動への部活 り、当該寄附 　教育第16号 校教育局部活動改 22号で定める様式を使

 　下同じ。）を設置する市町 動指導員の配置が、５年以内の 金その他の収 様式 革推進課部活動改 用すること。 

 　村が、適切な活動時間や休 ものに限る。なお、令和５年度 入金を控除し 　教育第56号 革推進係 ２　書類は、市町村の所

 　養日の設定など部活動の適 から令和７年度までにおいて、 た 額 以 内 の 様式 在地を所管する教育局

 　正化を進めるため、教員に 引き続き部活動指導員の配置に 額） 長を経由すること。 

 　代わり部活動の指導を行う 取り組むとともに、今後の地域



 　部活動指導員（学校教育法 連携・地域移行に関する方針を

 　施行規則（昭和22年文部科 策定済み又は策定予定である場

 　学省令第11号）第78条の２ 合については、この限りではな

 　に規定されている部活動指 い。） 

 　導員をいう。）を配置する  

 　場合において、その経費の (1) 報酬（社会保険料（本人負

 　一部を補助し、市町村にお 　担分に限る。）を含む。） 

 　ける部活動指導員の配置を (2) 期末手当 

　 　促進し、もって、生徒にと (3) 交通費（ただし、人材バン

　って望ましい活動環境の構 　クを立ち上げている、若しく 

　築及び教員の働き方改革の 　は、人材バンクの立ち上げ計 

　実現を図る。 　画を作成している、又は道の 

　人材バンクに積極的に参画す 

　る市町村で、交通手段に車

　（他の交通手段がなく、真に 

　車での通勤がやむを得ない場 

　合に限る。）を使用する者に 

　要する経費。（片道の通勤離 

  が60km未満に限る。））

 

 

 

 

 

                                               


